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2021年６月11日

株 主 各 位
東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 六 丁 目 5 番 １ 号

株 式 会 社 　 エ 　 ス 　 イ 　 ー
代表取締役社長 宮 原 一 郎

第40期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第40期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申
しあげます。
　なお、新型コロナウイルス感染症にかかる昨今の状況を踏まえ、本総会につき
ましては、極力、書面による議決権行使をご検討ください。書面による議決権行
使につきましては、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、同封の
議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年６月28日（月
曜日）午後５時45分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげ
ます。

敬　具
記

１．日 時 2021年６月29日（火曜日）午前10時
２．場 所 東京都新宿区西新宿二丁目７番２号

ハイアットリージェンシー東京　27階「エクセレンス」
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第40期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業
報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

２．第40期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）計算
書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役８名選任の件
第３号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

以　上
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当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。

なお、株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生
じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.se-
corp.com）に掲載させていただきます。

法令および当社定款第15条の規定に基づき、本招集ご通知に提供すべき書面の
うち次に掲げる事項を当社ウェブサイト（アドレス　http://www.se-
corp.com）に掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知の提供書面には記載
しておりません。

①連結計算書類の連結注記表　②計算書類の個別注記表
なお、監査役が監査報告書を、会計監査人が会計監査報告書をそれぞれ作成す

るに際して監査した連結計算書類および計算書類には、本提供書面記載のものの
ほか、上記「連結注記表」および「個別注記表」も含まれております。

新型コロナウイルス感染症の対策に関するお知らせ

新型コロナウイルス感染症予防および拡散防止のため、株主様の安全を第一に
考え、株主総会の開催方針を以下の通りとさせていただきます。

何卒ご理解、ご協力のほど、お願い申しあげます。

１．報告事項ならびに決議事項につきましては例年より簡便化したご説明での開
催となります。

２．株主総会後の株主懇談会につきましても簡便化したご説明での開催となりま
す。

３．株主様同士のお席の間隔を広く取るため、十分な席数が確保できない場合が
ございます。

４．議場にご来場の株主様におかれましては、他の株主様への影響をご配慮いた
だき、マスクの着用をお願い致します。

５．株主総会に出席する取締役、監査役、および運営メンバーはマスクを着用し
て対応させていただきます。

６．昨年に引き続き本年もお土産のご用意はございません。
７．新型コロナウイルス感染症にかかる昨今の状況を踏まえ、ご来場なさらずと

も議決権を行使いただけるよう、極力、書面による議決権行使をご利用くだ
さい。
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（提供書面）

事　業　報　告

( 2020年４月１日から )2021年３月31日まで

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過および成果
当連結会計年度における日本及び世界経済は、新型コロナウイルス感染症

の影響により極めて厳しい状況となっております。日本では、４月の緊急事
態宣言の発出、外出自粛・休業要請、海外への渡航制限等により、企業活動
や個人消費が著しく制限され、2020年４～６月実質GDPは前期比マイナス
8.3％（年率換算マイナス29.3％）となりました。2020年5月の緊急事態宣
言の解除後、段階的な経済活動の再開、政府政策等により、７～９月実質
GDPは前期比プラス5.3％（年率換算プラス22.8％）、10～12月実質GDP
（２次速報値）は前期比プラス2.8％（年率換算プラス11.7％）と持ち直し
が見られたものの、経済は落込みから未だ十分に回復した状態には至ってお
りません。更に、2021年１月には再び緊急事態宣言がなされるなど、依然と
して先行き不透明な状況が続いております。海外では、米国の政権交代を契
機に米中の対立が一層深刻化し、新型コロナウイルス感染症も世界各国でワ
クチン接種が開始されたものの、変種ウイルス感染拡大もあり、ワクチン接
種の進捗が各国の経済活動を左右するなど不安定な状況が続いております。

当社グループと関連の深い建築・土木市場においては、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため、予定された工事等が延期・中止になるなどの影響
が一部において発生しており、特に海外事業については現地経済活動の停滞
や渡航制限により、売上減少等の影響を受けております。

このような経営環境のもと当社グループでは、2020年６月に公表した「中
期経営計画2020～2022」において、2030年頃を見据えた「2030ビジョン」
実現のために、①思い切った経営資源の戦略的投入、②既存事業基盤の再構
築と新たな価値の創造、③持続可能な企業価値向上のための経営基盤の強化
の基本方針のもとに、事業環境が良好な建設用資機材の製造・販売事業を中
心として収益性・生産性を向上させ、同時に本中期経営計画終了後の飛躍的
な成長のための施策を実施しております。

当連結会計年度の売上高は、建設用資機材の製造・販売事業は好調を維持
しました。一方、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う建築用資材の製造・
販売事業の建築金物分野での需要減少、建設コンサルタント事業での海外現
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地活動延期の影響を受けました。その結果、売上高228億１百万円（前期比
0.2％減）と減収となりました。

利益面では、新型コロナウイルス感染症拡大による売上高減少の影響があ
りましたが、比較的利益率の高い建設用資機材の製造・販売事業の売上高が
増加したこと、移動制限等の影響で経費の増加が抑えられたことにより、営
業利益11億85百万円（前期比11.4％増）、経常利益12億円（前期比12.9％
増）となりました。また、ベトナム・バックダン橋事業運営会社株式の評価
損を特別損失として計上しましたが、親会社株主に帰属する当期純利益６億
32百万円（前期比134.0％増）となりました。

当社グループの報告セグメントの状況は次のとおりであります。
　　ａ．建設用資機材の製造・販売事業

この事業では、「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」
への対応が進められているなか、日本各地で発生が相次いだ地震・豪雨
災害などの対策工事が進められております。そのようななか、当連結会
計年度におきましては、ケーブル製品分野の『グラウンドアンカー』及
び鉄鋼製品分野の『ＫＩＴ受圧板』において豪雨災害対策工事を中心と
した販売、落橋防止装置等橋梁耐震補強製品の販売、コンクリート製品
分野での河川災害用ブロック等の販売が好調に推移し、増収増益となり
ました。

この結果、この事業の売上高は122億49百万円（前期比13.4％増）、
営業利益11億76百万円（前期比41.0％増）となりました。

　　ｂ．建築用資材の製造・販売事業
この事業では、セパレーター・吊りボルト等を中心とした建築金物分

野において、新型コロナウイルス感染症拡大による民間建築工事の中断
や内装工事の減少等により製品納入の期外への延期や中止となったこと、
鉄骨工事分野において期初受注残が前期比減となったことおよび新型コ
ロナウイルス感染症拡大による工事遅延により、減収減益となりました。

この結果、この事業の売上高は82億84百万円（前期比10.2％減）、営
業利益３億19百万円（前期比26.4％減）となりました。

ｃ．建設コンサルタント事業
　この事業では、フランス語圏での強みを生かして、アジア・アフリカ
圏をはじめとする各国での道路・橋梁建設や公共性の高い設備機材整備、
環境改善等についてのコンサルタント事業を展開しております。また、
新規分野として国内外におけるBIM/CIM適用事業支援業務への参画を
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目指しております。
　当連結会計年度におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大によ
る海外現地活動の中断及び来期への工期延長の影響が大きく、低調に推
移しました。

この結果、この事業の売上高は３億22百万円（前期比48.0％減）、営
業損失は１億46百万円（前期は22百万円の営業損失）となりました。

ｄ．補修・補強工事業
　この事業では、社会インフラ老朽化対策における橋梁、トンネルの補
修・補強工事を推し進めております。国土強靱化対策等が進捗しており、
受注環境は引続き良好に推移しております。
　当連結会計年度におきましては、受注残が前期より少なかったことが大
きく影響し、前期比を下回る売上高となりました。利益面では利益を重視
した受注により、前期より増加しております。

この結果、この事業の売上高は19億44百万円（前期比11.3％減）、営
業利益２億30百万円（前期比15.1％増）となりました。

②　設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資額は８億42百万円でありますが、その主なも

のは、生産能力向上のためのエスイー鉄建株式会社における工場増設及び
その他工場設備の増設であります。

③　資金調達の状況
＜借入金＞

借入額 16億円

⑵　直前３事業年度の財産および損益の状況 （単位：千円）

区 分 第 37 期
2018年３月期

第 38 期
2019年３月期

第 39 期
2020年３月期

第 40 期
（当連結会計年度）

2021年３月期
売 上 高 20,197,153 22,412,725 22,839,221 22,801,019
経 常 利 益 1,051,563 1,079,020 1,063,277 1,200,333
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 680,307 699,783 270,317 632,413
１株当たり当期純利益(円) 22.75 23.40 9.04 21.09
総 資 産 22,525,808 23,093,118 22,031,041 23,613,111
純 資 産 8,345,461 8,712,636 8,326,395 8,807,541
１株当たり純資産額 (円 ) 278.43 289.98 277.14 292.81
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（注）1．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数から期中平均自己株式数を控除した
株式数に基づき算出しております。また、１株当たり純資産額は、期末発行済株式数
から自己株式数を控除した株式数に基づき算出しております。

2．2018年３月期の総資産は、税効果会計の改正による修正を行っております。

第37期は、企業収益や雇用・所得環境の改善などにより緩やかな回復基
調で推移いたしましたが、原材料価格の高騰や人材不足の影響に伴う生産・
物流コストの上昇が懸念されるなど、先行きは不透明な状況で推移いたしま
した。

このような経営環境のもと当社グループでは、市場ニーズに呼応した製品
販売やエンジニアリングサービスを提供しつつ、エスイーグループ全体とし
ての戦略的Ｍ＆Ａの推進によるグループ相乗効果を発揮することにより、
中・長期的な売上、利益確保の取り組みを行い、売上高201億97百万円（前
期比13.8％増）、営業利益９億54百万円（前期比45.4％増）、経常利益10
億51百万円（前期比54.8％増）、親会社株主に帰属する当期純利益６億80
百万円（前期比58.4%増）となりました。

第38期は、企業収益や雇用・所得環境の改善などを背景に緩やかな回復
基調で推移いたしましたが、海外では米中貿易摩擦の問題や世界経済の減速
への懸念もあり、先行きは不透明な状況で推移いたしました。

このような経営環境のもと、ケーブル製品分野における災害復旧工事や補
強工事に使用されるケーブル製品の納入が好調であったことやコンクリー
ト製品分野の売上が寄与し、また、建設コンサルタント事業における設計業
務収入が好調に推移したことなどから、売上高224億12百万円（前期比
11.0％増）、営業利益11億20百万円（前期比17.4％増）、経常利益10億79
百万円（前期比2.6％増）、親会社株主に帰属する当期純利益６億99百万円
（前期比2.9％増）となりました。
第39期は、米中貿易摩擦や消費税増税などの不安定要因を抱えつつも、企

業収益の底堅い推移や雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな回復基調が見
られましたが、2020年３月以降新型コロナウイルスの世界的な感染拡大によ
り、極めて厳しい状況で推移いたしました。

このような経営環境のもと、ケーブル製品分野における災害復旧、橋梁耐
震の進捗及び、海外向け大型案件等の製品納入が好調であったことにより、
売上高228億39百万円（前期比1.9％増）、営業利益10億64百万円（前期比
4.9％減）、経常利益10億63百万円（前期比1.5％減）、親会社株主に帰属す
る当期純利益2億70百万円（前期比61.4％減）となりました。

第40期（当連結会計年度）につきましては、前記 ⑴　「当事業年度の事
業の状況」に記載のとおりであります。
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⑶　重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 出資比率 主 要 な 業 務 内 容

株 式 会 社 ア ン ジ ェ ロ セ ッ ク 100,000千円 85.0％ 建設コンサルタント事業

Ａ ＆ Ｋ ホ ン シ ュ ウ 株 式 会 社 90,000千円 100.0％ 建築用資材の製造・販売事業
建設用資機材の製造・販売事業

エ ス イ ー リ ペ ア 株 式 会 社 30,000千円 100.0％ 補修・補強工事業

エ ス イ ー 鉄 建 株 式 会 社 20,000千円 100.0％ 建設用資機材の製造・販売事業
建築用資材の製造・販売事業

（注）　上記の重要な子会社４社は、当社の連結子会社であります。

⑷　対処すべき課題
　長期ビジョンの実現、その前提となる環境変化に対処するための中期的
な課題に以下の通り取り組んでおります。
①国土強靭化等の公共事業予算が追い風にある建設用資機材の製造・販売

事業での着実な業容拡大と利益体質の強化。
②今後の成長を牽引する新事業、新製品・新サービスなどの新しい価値の

創造と早期収益化。
③海外関連の事業再構築による業容を拡大。
④企業価値向上のための資産効率の向上と経営基盤の強化。
⑤建設用資機材の製造・販売事業以外では、以下の通り取り組んでおりま

す。
・建築用資材の製造・販売業での利益体質の強化
・建設コンサルタント事業の新たな収益の柱の育成
・補修・補強工事業においては抜本的な拡大策の展開
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⑸　主要な事業内容（2021年３月31日現在）
セグメント 区 分 主 な 事 業 内 容 ・ 製 品 等

建設用資機材の
製造・販売事業

ケーブル製品分野
「アンカー」「落橋防止装置」「ＰＣ用ケーブル」
「外ケーブル」「斜材」「控索」等のケーブル製
品（付属品）の製造・販売
建設用機材のレンタル

鉄鋼製品分野等
「ＫＩＴ受圧板」「変位制限装置」等の製造・販
売
建設商材の販売

コンクリート製品分野 コンクリート二次製品の製造・販売
ＥＳＣＯＮ材料、二次製品の製造・販売

建築用資材の製
造・販売事業

 建築金物分野 「セパレーター」・「吊りボルト」等の建築用資
材の製造・販売

鉄骨工事分野 鉄骨工事および建築部材・建築耐震金物等の製
造・販売

建設コンサルタ
ント事業 ― 国内建設コンサルタント事業、海外での建設コン

サルタントサービス

補修・補強工事
業 ―

補修・補強工事
（橋梁構造物・トンネル等）の施工および点検・
調査業務

⑹　主要な営業所および工場（2021年３月31日現在）
①　当社

本　社 ：東京都新宿区西新宿六丁目５番１号
新宿アイランドタワー

支　店 ：九州支店（福岡県福岡市） 大阪支店（大阪府大阪市）
名古屋支店（愛知県名古屋市） 東北支店（宮城県仙台市）

営業所 ：中国営業所（広島県広島市） 四国営業所（香川県高松市）
北陸営業所（新潟県新潟市） 北海道営業所 （北海道札幌市）

工　場
試験研究所 ：山口工場

厚木研究所
（山口県山口市）
（神奈川県厚木市）

宇部工場（山口県宇部市）

②　子会社
株式会社アンジェロセック ：本　社 東京都新宿区

Ａ＆Ｋホンシュウ株式会社 ：本　社 福島県須賀川市

支　店 福島県須賀川市
埼玉県白岡市

営業所 宮城県仙台市
福島県郡山市
福島県岩瀬郡鏡石町
千葉県千葉市
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神奈川県厚木市
茨城県水戸市

工　場 福島県須賀川市
福島県岩瀬郡天栄村
埼玉県白岡市

エスイーリペア株式会社 ：本　社 福岡県福岡市

営業所 大阪府大阪市
佐賀県鳥栖市
長崎県諫早市
熊本県熊本市
宮崎県宮崎市
鹿児島県鹿児島市

エスイー鉄建株式会社 ：本　社 鳥取県西伯郡日吉津村

事業所 愛知県海部郡飛島村
鳥取県西伯郡日吉津村
新潟県上越市

工　場 愛知県刈谷市
愛知県海部郡飛島村
鳥取県西伯郡日吉津村
新潟県上越市
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⑺　使用人の状況（2021年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

526名（90名） 増減なし（9名増）

（注）　使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数
で記載しております。

　　　　なお、使用人数には、当社の取締役でない執行役員5名を含めております。

②　当社の使用人の状況
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

188名（14名） 1名増（3名増） 42.5歳 12.2年
（注）　使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数

で記載しております。
　　　　なお、使用人数には、取締役でない執行役員3名を含めております。

⑻　主要な借入先の状況（2021年３月31日現在） （単位：千円）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 横 浜 銀 行 1,444,200
株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 1,092,780
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 885,000
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 875,000
株 式 会 社 東 邦 銀 行 411,348
株 式 会 社 十 六 銀 行 224,965
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２．会社の現況
⑴　株式の状況（2021年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 54,800,000株

②　発行済株式の総数 31,256,600株(うち自己株式1,248,528株)

③　株主数 4,932名

④　大株主の状況（上位10名）
株 主 名 持　株　数　 (株 ) 持 株 比 率  （ ％ ）

有 限 会 社 エ ヌ セ ッ ク 11,260,600 37.5

岡 本 哲 也 983,000 3.2

大 津 哲 夫 980,000 3.2

株 式 会 社 麻 生 900,000 2.9

高 橋 謙 雄 660,000 2.1

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社(信託口) 619,800 2.0

鈴 木 昭 好 519,800 1.7

竹 島 征 男 390,000 1.2

佐 藤 広 幸 360,000 1.1

株 式 会 社 横 浜 銀 行 300,000 0.9
（注）持株比率は、自己株式（1,248,528株）を控除して、計算しております。

⑤当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
株式数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く） 100,000株 8名

社外取締役 0株 0名

監査役 0株 0名

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「２．（２）②取締役及び監査役の
報酬等」に記載しております。
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⑵　会社役員の状況
①　取締役および監査役の状況（2021年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況
代表取締役会長
執 行 役 員 会 長

森 元 峯 夫 エスイーグループＣＥＯ
株式会社アンジェロセック代表取締役ＣＥ
Ｏ（最高経営責任者）

代 表 取 締 役 社 長
執 行 役 員 社 長

宮 原 一 郎 ＣＯＯ

取 締 役
執行役員副社長

岡 本 哲 也 営業・生産本部担当

取 締 役
執 行 役 員

串 田 信 行 Ａ＆Ｋホンシュウ株式会社代表取締役社長

取 締 役
執 行 役 員

杉 山 浩 之 ＰＲ・ＩＲ担当

取 締 役
執 行 役 員

滝 沢 　 力 厚木研究所所長

取 締 役
執 行 役 員

野 島 久 弘 管理本部長

取 締 役
執 行 役 員

小 松 真 彦 営業本部長

取 締 役 岡 　 俊 明 一般社団法人日本営業科学協会代表理事
一般社団法人日本オリーブ協会理事
ハルナビバレッジ株式会社社外取締役
財団法人榛名美術代表理事

取 締 役 平 野 尚 也
フィルドコンサルティンググループ株式会
社代表取締役社長
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会
理事

常 勤 監 査 役 鈴 木 章 二

監 査 役 菅 澤 喜 男 全国中小企業団体中央会・組合等情報ネッ
トワークシステム等開発事業委員

監 査 役 寺 石 雅 英 国立大学法人群馬大学名誉教授
大妻女子大学キャリア教育センター教授
株式会社カーブスホールディングス社外取
締役

(注)１．取締役のうち岡俊明氏および平野尚也氏は、社外取締役であります。
　　２．監査役のうち菅澤喜男氏および寺石雅英氏は、社外監査役であります。また、当社は､

監査役菅澤喜男氏および寺石雅英氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役
員として指定し、同取引所に届出ております。

３．当事業年度中の取締役および監査役の異動につきましては該当事項はございません。
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②　取締役および監査役の報酬等
ａ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別
の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につ
いて、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役
会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決
定方針に沿うものであると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとお
りです。
イ．基本方針

　当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
を定めており、その内容は、株主総会にて決定する報酬総額の限
度内で経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、
取締役の報酬は取締役会の決議により決定する。
　なお、取締役の報酬限度額は、2015年６月26日開催の第34期
定時株主総会において年額500百万円以内（うち社外取締役 50百
万円以内、ただし、使用人分給与は含まず、役員賞与を含む。）
とし、前述の報酬枠とは別に2020年６月26日開催の第39期定時
株主総会において年額80百万円以内、年200,000株以内とする譲
渡制限付株式の付与のための報酬枠が決議している。

　また、当社は、業績連動報酬等の方針はないが、当社の企業価
値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主
の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限
付株式の付与のための報酬枠を決定している。
　賞与等についても、経営内容、社員賞与とのバランス等を考慮
して、取締役の賞与を取締役会の決議にて決定するものとする。
　取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬に
より構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に
鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。

ロ．基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)

　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、
在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも
考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

ハ．業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の
算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決
定に関する方針を含む。)
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(ⅰ)業績連動報酬等について
　業績連動報酬等については導入してはいないが、引き続き導
入に向け検討していくものとする。導入の検討にあたっては、
今後、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績
指標（KPI）を反映した現金報酬を、連結会計年度の連結営業
利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与
として毎年、一定の時期に支給するものとし、その目標となる
業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時
に設定し、適宜、環境の変化に応じ、その都度見直しを行うも
のとする。

(ⅱ)非金銭報酬等について
(a)非金銭報酬等については、譲渡制限付株式とし、役員報酬

制度の一環として、当社の取締役（社外取締役を除く。以
下「対象取締役」という。）に当社の企業価値の持続的な
向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様
との一層の価値共有を進めることを目的として、金銭報酬
枠とは別枠で、対象取締役に対して、譲渡制限付株式の付
与のための報酬を支給する。

(b)対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給す
る報酬は金銭債権（以下「金銭報酬債権」という。）とし、
その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額と
して、年額80百万円以内とする。

(c)各対象取締役への具体的な支給時期については、取締役会に
おいて決定することとする。

(d)各対象取締役への具体的な支給配分については、各取締役
の在籍年数、役職、貢献度等を総合的に勘案し、取締役会
において決定することとする。ただし、社外取締役に対し
ては、譲渡制限付株式の付与のための報酬は支給しないも
のとする。なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使
用人分給与は含まないものとする。

(e)対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、支給される金
銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普
通株式について発行又は処分を受けるものとし、これによ
り発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年
200,000株以内（ただし、当社の普通株式の株式分割（当社
の普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行われ
た場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる
当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合に
は、当該総数を、合理的な範囲で調整する。）とする。

(f)１株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日に
おける東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同
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日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引
日の終値）を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取
締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会
において決定する。また、これによる当社の普通株式の発
行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以
下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契
約」という。）を締結するものとする。
（ア）譲渡制限期間

　対象取締役は、本割当契約により割当を受けた当社の
普通株式（以下「本割当株式」という。）の払込期日か
ら当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼
務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役そ
の他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任又は退
職する時点の直後の時点までの期間（以下「譲渡制限期
間」という。）、本割当株式について、譲渡、担保権の
設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」
という。）。

（イ）退任又は退職時の取扱い
　対象取締役が譲渡制限期間の開始日からその後最初
に到来する定時株主総会終結時点の直前までの期間（以
下「役務提供期間」という。）の満了前に当社又は当社
の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役
員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ず
る地位のいずれの地位をも退任又は退職した場合には、
その退任又は退職につき、任期満了又は定年、死亡その
他正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を
当然に無償で取得する。

（ウ）譲渡制限の解除
　上記（ア）の定めにかかわらず、当社は、対象取締役
が、役務提供期間中、継続して、当社又は当社の子会社
の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査
役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位に
あったことを条件として、本割当株式の全部について、
譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除
する。ただし、当該対象取締役が、任期満了又は定年、
死亡その他正当な理由により、役務提供期間が満了する
前に上記（ア）に定める地位を退任又は退職した場合に
は、譲渡制限を解除する本割当株式の数を、必要に応じ
て合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の
規定に従い譲渡制限が解除された直後の時点において、
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なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に
無償で取得する。

（エ）組織再編等における取扱い
　上記（ア）の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期
間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子
会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組
織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該
組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さ
ない場合においては、当社の取締役会）で承認された場
合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の
開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏
まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組
織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除さ
れた直後の時点において、譲渡制限が解除されていない
本割当株式を当然に無償で取得する。

（オ）その他の事項
　本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会
において定めるものとする。

ニ．金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取
締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

　取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規
模や関連する業種・業態に属する企業を参考とする報酬水準を踏
まえ、取締役会は種類別の報酬限度額の範囲内で取締役の個人別
の報酬等の内容を決定することとする。なお、報酬等の種類ごと
の比率の目安は、基本報酬：非金銭報酬等＝９：１とする。
（注)非金銭報酬等は、譲渡制限付株式である。

ホ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役
会長森元峯夫がグループＣＥＯの責務によりその具体的内容につ
いて委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本
報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた非金銭報酬
とする。取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に
行使されるよう、社外取締役に原案を諮問し答申を得るものとし、
上記の委任をうけた代表取締役会長は，当該答申の内容に従って
決定をしなければならないこととする。
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ｂ．当事業年度に係る報酬等の総額等

区 分
報酬等の

総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数

（名）基本報酬 役員退職
慰労引当金 賞与 非金銭

報酬等

取 締 役
（うち社外取締役）

293,690
（14,940）

223,850
（14,000）

29,270
（-）

20,020
（940）

20,550
（-）

10
（2）

監 査 役
（うち社外監査役）

22,770
（8,100）

20,100
（7,500）

1,200
（-）

1,470
（600）

-
（-）

3
（2）

合 計
（うち社外役員）

316,460
（23,040）

243,950
（21,500）

30,470
（-）

21,490
（1,540）

20,550
（-）

13
（4）

(注) １．　取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりませ
ん。

２．　非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「ａ．役員報酬等
の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。また、当事業年度における交付
状況は「2.　（1）⑤当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株
式の状況」に記載しております。

３．　取締役の金銭報酬の額は、2015年６月26日開催の第34期定時株主総会において年
額500百万円以内（うち、社外取締役50百万円以内）と決議しております（使用人兼
務取締役の使用人分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、11
名（うち、社外取締役は2名）です。
　また、金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の第39回定時株主総会において、
株式報酬の額として年額80百万円以内、株式数の上限を年200,000株以内（社外取締
役は付与対象外）と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役
を除く）の員数は、8名です。

４．　監査役の金銭報酬の額は、2013年６月27日開催の第32期定時株主総会において年
額40百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名
です。

③　社外役員に関する事項
ａ．他の法人等の社外役員等の兼任状況および当社と当該他の法人等との

関係
・社外取締役岡俊明氏は一般社団法人日本営業科学協会の代表理事で

あります。当社は、一般社団法人日本営業科学協会との間には特別
な関係はありません。

・社外取締役岡俊明氏は一般社団法人日本オリーブ協会の理事であり
ます。当社は、一般社団法人日本オリーブ協会との間には特別な関
係はありません。

・社外取締役岡俊明氏はハルナビバレッジ株式会社の社外取締役であ
ります。当社は、ハルナビバレッジ株式会社との間には特別な関係
はありません。
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・社外取締役岡俊明氏は財団法人榛名美術の代表理事であります。当
社は、財団法人榛名美術との間には特別な関係はありません。

・社外取締役平野尚也氏はフィルドコンサルティンググループ株式会
社の代表取締役社長であります。当社は、フィルドコンサルティン
ググループ株式会社との間には特別な関係はありません。

・社外取締役平野尚也氏は特定非営利活動法人ITコーディネータ協会
の理事であります。当社は、特定非営利活動法人ITコーディネータ
協会との間には特別な関係はありません。

・社外監査役菅澤喜男氏は全国中小企業団体中央会・組合等情報ネッ
トワークシステム等開発事業委員であります。当社は、全国中小企
業団体中央会との間には特別な関係はありません。

・社外監査役寺石雅英氏は大妻女子大学キャリア教育センターの教授
であります。当社は、大妻女子大学キャリア教育センターとの間に
は特別な関係はありません。

・社外監査役寺石雅英氏は株式会社カーブスホールディングスの社外
取締役であります。当社は、株式会社カーブスホールディングスと
の間には特別な関係はありません。

ｂ．当事業年度における主な活動状況
・当事業年度における取締役会および監査役会での活動状況

取締役会（17回開催） 監査役会（12回開催）

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取 締 役 岡 　 俊 明 17回 100％ - -

取 締 役 平 野 尚 也 17回 100％ - -

監 査 役 菅 澤 喜 男 17回 100％ 12回 100％

監 査 役 寺 石 雅 英 17回 100％ 12回 100％
・出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行な

　　った職務の概要
取締役岡俊明は当事業年度に開催された、17回の取締役会に全て

出席しており、サッポロビール㈱ならびにサッポロビール飲料㈱の
経営に長年にわたって携われ、経営に関する高い知見を有しており、
有益なアドバイスをいただくとともに必要に応じ取締役会の意思決
定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。

取締役平野尚也は当事業年度に開催された、17回の取締役会に全
て出席しており、AT&T Jens㈱をはじめとする複数社において取締
役ならびに執行役員として経営に長年にわたって携われ、経営に関
する高い知見を有しており、有益なアドバイスをいただくとともに
必要に応じ取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための
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発言を行っております。
監査役菅澤喜男は当事業年度に開催された、17回の取締役会なら

びに12回の監査役会に全て出席しており、学識者としてその知識・
経験をもって監査役の職務を適切に遂行されてます。これまでも取
締役会の意思決定の妥当性および適正性を確保するため豊かな経験
から助言および提言をいただいており、また、監査役会においても
当社の健全で持続的な成長を可能とする良質な企業統治体制の確立
と運用について有益な助言をいただいております。直接会社経営に
関与された経験はありませんが監査役会においては、社外監査役と
して行った監査の報告をし、必要に応じ社外の立場から意見を述べ
ております。

監査役寺石雅英は当事業年度に開催された、17回の取締役会なら
びに12回の監査役会に全て出席しており、学識者としてその知識・
経験をもって監査役の職務を適切に遂行されてます。これまでも取
締役会の意思決定の妥当性および適正性を確保するため豊かな経験
から助言および提言をいただいており、また、監査役会においても
当社の健全で持続的な成長を可能とする良質な企業統治体制の確立
と運用について有益な助言をいただいております。直接会社経営に
関与された経験はありませんが監査役会においては、社外監査役と
して行った監査の報告をし、必要に応じ社外の立場から意見を述べ
ております。

ｃ．責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第１項

の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約
を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、各社外取締役および各
社外監査役ともに法令が規定する最低責任限度額としております。

④　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、保険会社との間で、当社および「1.（3）重要な子会社の状況」
に記載の当社子会社の取締役、監査役および執行役員（当事業年度中に在
任していた者を含む。）を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に
規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負
担しております。
　当該保険契約の内容の概要は被保険者が、その職務の執行に関し責任を
負うこと、または、当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生
ずることのある損害を当該保険契約により、保険会社が補填するものであ
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り、１年毎に契約更新しております。
　なお、当該保険契約では、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及
する場合は保険契約の免責事項としており、また、補填する額について限
度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれない
ようにするための措置を講じております。
　次回更新時には同内容での更新を予定しております。

⑶　会計監査人の状況
①　名　　　称　　　四谷監査法人

②　報酬等の額 （単位：千円）
支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 30,000

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産
上の利益の合計額 30,000

(注)１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に
基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんの
で、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬の見積算
出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬
等について同意の判断をいたしました。

③　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再
任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する
と認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いた
します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集され
る株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたし
ます。

④　責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限

度額としております。
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⑷　業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体

制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
は、以下のとおりであります。

①　当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款
に適合することを確保するための体制

ａ．取締役においては、取締役会規則に決議事項および付議基準を整備し、
会社の業務執行についての重要事項を取締役会において決定する。ま
た、取締役は、職務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の
取締役の職務執行を相互に監視・監督するものとする。

ｂ．使用人については、社内諸規程の規定に基づく職務権限および意思決
定のルールに従い、適正に職務の執行が行われる体制をとるものとす
る。

ｃ．コンプライアンス体制の整備および運用については、「統合リスクマ
ネジメント委員会」のなかで検討する。取締役および使用人に対して
日常的なコンプライアンスの遵守のみならず、倫理や行動規範を含め
た社会規範全体に範囲を拡大するとともに、問題点の把握に努め、当
該問題の是正措置および再発防止措置を講じるものとする。

ｄ．「内部通報制度」をより利用しやすくするために、すべてのステーク
ホルダーに対し、当該制度の趣旨を周知徹底する。内部通報制度を有
効に機能させるために、通報者を保護する仕組みを整備し、匿名によ
る通報も可能とした。

ｅ．社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対して、
毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関
係を持たない体制を整備する。

②　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
ａ．取締役の職務執行に係る文書その他重要な情報については、法令なら

びに社内規程に基づき適切に保存、管理を行うものとする。
ｂ．取締役および使用人の業務上の情報管理については、「統合リスクマ

ネジメント委員会」のなかで検討し、情報セキュリティに関連する規
程を整備するとともに、当社グループの情報セキュリティポリシーを
共通化し、横断的に推進する。
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③　当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、品質、環境、法務、労働衛生、債権、経理・財務、情報セキュ
リティ、倫理・コンプライアンス等当社およびグループ各社に点在する各
種リスクを一元的に管理する「統合リスクマネジメント委員会」のなかで
検討し、内在するリスクを把握・分析・評価したうえで事業継続計画
（Business Continuity Plan）を策定し、グループ全体として適切な対策
を実施する。

④　当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保
するための体制

ａ．合理的な職務分掌、チェック機能を備えた権限規程等の制定をグルー
プごとに行うものとする。

ｂ．合理的な経営方針の策定および全社的な重要事項について検討および
意思決定する重要な社内会議等を有効に活用するものとする。

⑤　当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため
の体制ならびに子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報
告に関する体制

ａ．当社の子会社の経営管理については、関係会社管理規程および関連す
るグループ規程等に基づく報告のもとその業務遂行状況を把握し、管
理を行うものとする。

ｂ．内部通報制度に関しては子会社を含めたグループ全体として運用する
ものとする。

ｃ．内部監査室は関係会社管理規程および関連するグループ規程等の運用
状況における監査から、関係会社の内部統制の有効性と妥当性を確認
するものとする。

⑥　当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に
おける当該使用人に関する事項
監査役会が監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めたときは、

これを置くものとする。その人事等については、取締役会と監査役会が事
前に協議のうえ決定するものとし、独立性を確保する。

⑦　当社の監査役の補助使用人の当社取締役からの独立性に関する事項なら
びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の補助使用人は取締役の指揮命令に服さないものとし、その補助

使用人に対する人事考課については監査役会が行う。また、これらの者の
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人事異動、懲戒処分については監査役会の同意を得たうえで取締役会が決
定するものとする。また、当該使用人は専ら監査役の指示に従って、その
監査職務の補助を行うものとする。

⑧　当社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役および使用人または
これらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制、
その他の監査役への報告に関する体制

ａ．取締役および使用人やグループ各社の監査役は、当社の監査役に対し
て、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事
実を発見したときには、当該事実に関する事項を速やかに報告しなけ
ればならないものとする。

ｂ．取締役および使用人やグループ各社の監査役は、当社の監査役から業
務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告を行
わなければならないものとする。

⑨　前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱い
を受けないことを確保するための体制

　当社ならびに当社の子会社は、内部通報制度の利用を含む監査役への報
告を行ったグループ全社の取締役、使用人に対して、当該報告をしたこと
を理由とする不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループ
の取締役および使用人に周知徹底する。

⑩　当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手
続きその他の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方
針に関する事項

　当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等
の請求をした場合は、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務
の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債
務を処理するものとする。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門
家を利用する新たな調査費用が発生する場合においては、監査役は事前に
通知するものとする。

－ 23 －



⑪　その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体
制

ａ．監査役は、会計監査人の選任・解任について次の権限を有するものと
する。

・会計監査人の選任・解任・再任しないことに関する株主総会の議案内
容の決定。

・監査法人の選任・解任に関する取締役会の議案内容の決定。
ｂ．監査役は会計監査人を監督し、会計監査人の取締役からの独立性を確

保するため、会計監査人の監査計画については監査役が事前に報告を
受けることとする。また、会計監査人の報酬および会計監査人に依頼
する非監査業務については監査役の同意を必要とするものとする。

⑫　財務報告に係る内部統制の整備および運用に関する体制
ａ．当社グループは、内部統制報告書の提出を有効かつ適切に行うため、

取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部統制の整備および運用を
行い、継続的改善に努めるものとする。

ｂ．取締役会は、財務報告に係る内部統制の整備および運用に対して監督
責任を有し、その整備状況および運用状況を監視する。

⑬　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
ａ．当社および子会社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、反社会

的勢力による不当要求には毅然とした姿勢で対応する。
ｂ．反社会的勢力から不当要求を受けた場合の対応は総務担当部門とし、

社内各部署長ならびに警察、弁護士等の専門機関と緊密に連携し組織
的に対応する。

⑭　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、体制の整備
当初から、内部統制システムの整備および運用状況について継続的に確認
し調査を実施しており、取締役会にその内容を報告しております。また、
確認調査の結果判明した問題点につきましては、是正措置を行い、より適
切な、内部統制システム運用に努めております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2021年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 15,524,530 流 動 負 債 10,363,411
現 金 及 び 預 金 4,549,957 支払手形及び買掛金 4,381,555
受取手形及び売掛金 6,414,546 電 子 記 録 債 務 1,524,051
電 子 記 録 債 権 1,785,042 短 期 借 入 金 310,522
商 品 及 び 製 品 562,597 １年内返済予定の長期借入金 1,779,876
仕 掛 品 797,217 1年内償還予定の社債 188,000
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 1,116,270 未 払 法 人 税 等 271,278
そ の 他 328,433 賞 与 引 当 金 148,337
貸 倒 引 当 金 △29,536 そ の 他 1,759,789

固 定 資 産 8,088,581 固 定 負 債 4,442,158
有 形 固 定 資 産 6,285,716 長 期 借 入 金 2,867,895

建 物 及 び 構 築 物 2,077,710 役員退職慰労引当金 566,550
機械装置及び運搬具 791,181 退職給付に係る負債 406,855
工 具 器 具 及 び 備 品 83,097 資 産 除 去 債 務 155,426
土 地 2,924,675 リ ー ス 債 務 436,932
リ ー ス 資 産 401,538 そ の 他 8,500
建 設 仮 勘 定 7,513 負 債 合 計 14,805,569

無 形 固 定 資 産 241,937 純 資 産 の 部
の れ ん 164,488 株 主 資 本 8,433,696
そ の 他 77,448 資 本 金 1,228,057

投資その他の資産 1,560,927 資 本 剰 余 金 1,000,924
投 資 有 価 証 券 641,119 利 益 剰 余 金 6,434,118
繰 延 税 金 資 産 580,099 自 己 株 式 △229,403
そ の 他 363,243 その他の包括利益累計額 352,845
貸 倒 引 当 金 △23,534 その他有価証券評価差額金 329,204

退職給付に係る調整累計額 23,641
非 支 配 株 主 持 分 20,999
純 資 産 合 計 8,807,541

資 産 合 計 23,613,111 負 債 及 び 純 資 産 合 計 23,613,111
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連 結 損 益 計 算 書

( 2020年４月１日から )2021年３月31日まで
（単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 22,801,019
売 上 原 価 16,805,614
売 上 総 利 益 5,995,405
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,809,618
営 業 利 益 1,185,787
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 7,289
受 取 手 数 料 6,813
受 取 家 賃 8,496
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 302
補 助 金 収 入 28,190
そ の 他 29,129 80,222

営 業 外 費 用
支 払 利 息 30,219
売 上 割 引 18,057
為 替 差 損 11,635
寄 付 金 2,565
そ の 他 3,197 65,675

経 常 利 益 1,200,333
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,499
投 資 有 価 証 券 売 却 益 53 1,553

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 9,527
固 定 資 産 除 却 損 4,934
投 資 有 価 証 券 評 価 損 210,885
災 害 に よ る 損 失 4,191
事 業 所 閉 鎖 損 失 881 230,419

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 971,467
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 470,152
法 人 税 等 調 整 額 △114,549 355,602
当 期 純 利 益 615,864
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 16,549
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 632,413
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連結株主資本等変動計算書

( 2020年４月１日から )2021年３月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 1,228,057 991,898 6,100,785 △247,777 8,072,963

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △299,080 △299,080

親会社株主に帰属する当期純利益 632,413 632,413

自 己 株 式 の 処 分 9,026 18,373 27,400

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額)

当連結会計年度変動額合計 － 9,026 333,332 18,373 360,732

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 1,228,057 1,000,924 6,434,118 △229,403 8,433,696

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配 株 主
持 分 純 資 産 合 計そ の 他 有 価

証 券 評 価 差
額 金

退 職 給 付 に
係 る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包
括 利 益 累 計
額 合 計

当連結会計年度期首残高 184,574 31,307 215,882 37,548 8,326,395

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △299,080

親会社株主に帰属する当期純利益 632,413

自 己 株 式 の 処 分 27,400

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額) 144,629 △7,666 136,962 △16,549 120,413

当連結会計年度変動額合計 144,629 △7,666 136,962 △16,549 481,146

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 329,204 23,641 352,845 20,999 8,807,541
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2021年５月20日

株式会社　エスイー
取締役会　御中

四谷監査法人
   東京都千代田区

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 下　條　伸　孝 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 佐々木　大　作 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社エスイーの

2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、す
なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び
連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社エスイー及び連結子会社か
らなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計
算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連
結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における
取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計
算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
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見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続
の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に
よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を
評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であ
るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な
疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でな
い場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求めら
れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注
記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財
務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算
書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、
単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施
時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要
な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国におけ
る職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与
えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセ
ーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上
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連結計算書類に係る監査役会の監査報告

連結計算書類に係る監査報告書
当監査役会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第40期事業年

度に係る連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表）に関して、各監査役が作成した監査報告書に基
づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、リモ
ート監査手法も活用しながら、連結計算書類について取締役及び使用人等
から報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人が独
立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正
に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲
げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計
審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求
めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る連結計算書類につい
て検討いたしました。

２．監査の結果
会計監査人四谷監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

2021年５月21日
株式会社エスイー　監査役会
常 勤 監 査 役 鈴 木 章 二 ㊞
社 外 監 査 役 菅 澤 喜 男 ㊞

社 外 監 査 役 寺 石 雅 英 ㊞
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貸　借　対　照　表
（2021年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 7,892,807 流 動 負 債 5,844,715
現 金 及 び 預 金 1,653,542 支 払 手 形 407,181
受 取 手 形 1,077,169 電 子 記 録 債 務 1,771,399
電 子 記 録 債 権 1,535,491 買 掛 金 485,839
売 掛 金 1,629,709 短 期 借 入 金 649,316
商 品 及 び 製 品 70,697 １年内返済予定の長期借入金 1,486,520
仕 掛 品 139,506 １年内償還予定の社債 188,000
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 886,193 未 払 金 239,275
前 払 費 用 56,448 未 払 法 人 税 等 96,874
未 収 収 益 1 未 払 費 用 41,260
短 期 貸 付 金 768,962 未 払 消 費 税 等 117,724
１年内回収予定の長期貸付金 500 前 受 収 益 346
未 収 入 金 75,551 預 り 金 300,434
そ の 他 の 流 動 資 産 2,191 賞 与 引 当 金 60,541
貸 倒 引 当 金 △3,158

固 定 資 産 7,301,300 固 定 負 債 3,065,364
　 有 形 固 定 資 産 3,238,712 長 期 借 入 金 2,093,080

建 物 848,685 リ ー ス 債 務 26,879
構 築 物 43,441 長 期 預 り 金 5,000
機 械 装 置 344,700 退 職 給 付 引 当 金 343,371
車 輌 運 搬 具 6,940 役員退職慰労引当金 524,560
工 具 器 具 備 品 41,628 資 産 除 去 債 務 72,472
土 地 1,925,747
リ ー ス 資 産 23,890 負 債 合 計 8,910,079
建 設 仮 勘 定 3,677 純 資 産 の 部

　 無 形 固 定 資 産 62,372 株 主 資 本 5,956,903
電 話 加 入 権 7,360 資 本 金 1,228,057
ソ フ ト ウ ェ ア 54,387 資 本 剰 余 金 1,004,626
特 許 権 625 資 本 準 備 金 995,600

　 投 資 そ の 他 の 資 産 4,000,215 そ の 他 資 本 剰 余 金 9,026
投 資 有 価 証 券 606,382 利 益 剰 余 金 3,953,623
関 係 会 社 株 式 2,641,606 利 益 準 備 金 114,632
長 期 貸 付 金 50,000 そ の 他 利 益 剰 余 金 3,838,991
長 期 前 払 費 用 4,355 土 地 圧 縮 積 立 金 24,988
繰 延 税 金 資 産 431,936 別 途 積 立 金 3,450,000
差 入 保 証 金 220,980 繰 越 利 益 剰 余 金 364,002
保 険 積 立 金 30,193 自 己 株 式 △229,403
破 産 債 権 等 336 評 価 ・ 換 算 差 額 等 327,125
そ の 他 の 投 資 14,760 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 327,125
貸 倒 引 当 金 △336 純 資 産 合 計 6,284,029

資 産 合 計 15,194,108 負 債 及 び 純 資 産 合 計 15,194,108
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損　益　計　算　書

( 2020年４月１日から )2021年３月31日まで
（単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 9,377,082
売 上 原 価 5,940,491
売 上 総 利 益 3,436,590
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,966,222
営 業 利 益 470,367
営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,810
受 取 配 当 金 139,839
受 取 手 数 料 45,659
生 命 保 険 配 当 金 267
受 取 家 賃 4,200
雑 収 入 3,183 195,961

営 業 外 費 用
支 払 利 息 26,513
社 債 利 息 850
売 上 割 引 10,927
寄 付 金 2,512
為 替 差 損 11,264
雑 損 失 2,307 54,374

経 常 利 益 611,953
特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 53 53
特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 9,527
固 定 資 産 除 却 損 1,539
投 資 有 価 証 券 評 価 損 210,885 221,952

税 引 前 当 期 純 利 益 390,054
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 148,874
法 人 税 等 調 整 額 △74,814 74,060
当 期 純 利 益 315,994
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株主資本等変動計算書

( 2020年４月１日から )2021年３月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株主資本
合 計資 本

準 備 金
そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

その他利益剰余金 利 益
剰 余 金
合 計土 地 圧 縮

積 立 金
別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,228,057 995,600 － 995,600 114,632 24,988 3,550,000 247,088 3,936,709 △247,777 5,912,589

当 期 変 動 額

別途積立金の取崩 △100,000 100,000 － －

剰 余 金 の 配 当 △299,080 △299,080 △299,080

当 期 純 利 益 315,994 315,994 315,994

自 己 株 式 の 処 分 9,026 9,026 18,373 27,400

株主資本以外の項目の当期
変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 9,026 9,026 － － △100,000 116,914 16,914 18,373 44,314

当 期 末 残 高 1,228,057 995,600 9,026 1,004,626 114,632 24,988 3,450,000 364,002 3,953,623 △229,403 5,956,903

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 183,269 183,269 6,095,859

当 期 変 動 額

別途積立金の取崩 －

剰 余 金 の 配 当 △299,080

当 期 純 利 益 315,994

自 己 株 式 の 処 分 27,400

株主資本以外の項目の当期
変 動 額 ( 純 額 ) 143,856 143,856 143,856

当 期 変 動 額 合 計 143,856 143,856 188,170

当 期 末 残 高 327,125 327,125 6,284,029
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2021年５月20日
株式会社　エスイー

取締役会　御中
四谷監査法人
   東京都千代田区

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 下　條　伸　孝 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 佐々木　大　作 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社エス

イーの2020年4月1日から2021年3月31日までの第40期事業年度の計算書
類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注
記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を
行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書
類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算
書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における
取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書
類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
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り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える
と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続
の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ
た適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に
よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を
評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切である
かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑
義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記
事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施
時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要
な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国におけ
る職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与
えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセ
ーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

　　　以 　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
当監査役会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第40期事業年

度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告に基づき審
議の結果、監査役全員の一致した意見として本監査報告を作成し、以下のと
おり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、
職務の分担等に従い、リモート監査手法も活用しながら、取締役、内部監
査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整
備に努めるとともに、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び
使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務
及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法令及
び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正
を確保するために必要なものとして、会社法施行規則第100条第１項及び
第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基
づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視及び検証いた
しました。子会社につきましては、子会社の取締役等と意思疎通及び情報
の交換を図り、必要に応じて子会社からの事業の報告を受けました。以上
の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書につい
て検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し
ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平
成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度
に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況
を正しく示しているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違
反する重大な事実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め
ます。また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行に
ついても、指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人四谷監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

2021年５月21日
株式会社エスイー　監査役会
常 勤 監 査 役 鈴 木 章 二 ㊞
社 外 監 査 役 菅 澤 喜 男 ㊞
社 外 監 査 役 寺 石 雅 英 ㊞

以　上
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株主総会参考書類
第１号議案　剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項

期末配当につきましては、業績ならびに今後の事業展開に備えた内部留
保、安定配当の維持等を総合的に勘案し行うこととしております。

当期の期末配当は、金10円とさせていただきたく存じます。
⑴　配当財産の種類

金銭といたします。
⑵　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金10円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は300,080,720円となります。

⑶　剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月30日といたしたいと存じます。
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第２号議案　取締役８名選任の件
取締役全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては取締役会において戦略的かつ機動的な意思決定が行なえるよ

う２名減員し、取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位、担当
（　重　要　な　兼　職　の　状　況　）

所有する当社の
株 式 の 数

1
もり
森

もと
元

みね
峯

お
夫

(1 9 3 3年8月2 8日 生)

1981年12月 当社設立代表取締役社長

24,000株

2009年４月 朝日興業㈱（現・Ａ＆Ｋホンシュウ㈱）取
締役

2010年１月 ㈱キョウエイ（現・Ａ＆Ｋホンシュウ㈱）
取締役（現任）

2012年５月 エスイーリペア㈱取締役（現任）
2013年６月 当社代表取締役社長執行役員社長
2014年４月 鉄建工業㈱（現・エスイー鉄建㈱）取締役
2015年４月 ㈱森田工産（現・エスイー鉄建㈱）取締役

（現任）
2015年６月 当社代表取締役会長執行役員会長・

エスイーグループＣＥＯ（現任）
2015年12月 ㈱中川鉄工所（現・エスイー鉄建㈱）

取締役
（重要な兼職の状況）
2001年６月 ㈱アンジェロセック代表取締役社長
2008年６月 ㈱アンジェロセック代表取締役会長
2014年５月 ㈱アンジェロセック代表取締役ＣＥＯ（最

高経営責任者）（現任）

2
みや
宮

はら
原

いち
一

ろう
郎

(1 9 5 4年5月2 3日 生)

1977年４月 三菱商事㈱入社

44,000株

2009年４月 同　執行役員開発建設本部長
2013年６月 朝日機材㈱取締役副社長
2017年６月 同　顧問
2017年10月 当社顧問
2018年４月 当社執行役員・経営企画室長
2018年６月 当社取締役執行役員・経営企画室長
2019年６月 当社代表取締役社長執行役員社長・

ＣＯＯ（現任）

3
くし
串

だ
田

のぶ
信

ゆき
行

(1949年2月22日生)

2007年10月 三菱商事都市開発㈱取締役副社長執行役
員

49,000株

2008年６月 同　副社長執行役員
2010年１月 エスイー朝日㈱（現・Ａ＆Ｋホンシュウ

㈱）入社
2010年６月 エスイー朝日㈱（現・Ａ＆Ｋホンシュウ

㈱）専務取締役
2012年１月 エスイーＡ＆Ｋ㈱（現・Ａ＆Ｋホンシュウ

㈱）専務取締役
2012年６月 エスイーＡ＆Ｋ㈱（現・Ａ＆Ｋホンシュウ

㈱）代表取締役社長（現任）
2019年６月 当社取締役執行役員（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位、担当
（　重　要　な　兼　職　の　状　況　）

所有する当社の
株 式 の 数

4
たき
滝

ざわ
沢

 
　

つとむ
力

(1952年10月12日生)

2004年 7 月 ミクロ電子㈱入社
開発部部長

7,100株

2010年 8 月 当社入社
2012年４月 当社新製品開発部担当部長
2017年 1 月 当社技術開発部長
2017年６月 当社執行役員・イノベーション開発部長
2019年６月 当社取締役執行役員・厚木研究所所長兼同

イノベーション開発部長
2019年10月 当社取締役執行役員・厚木研究所所長

（現任）

5
の
野

じま
島

ひさ
久

ひろ
弘

(1961年9月29日生)

1987年 7 月 地銀生保住宅ローン㈱入社

15,800株

1996年10月 当社入社
2005年10月 当社管理本部総務部長
2013年６月 ㈱アンジェロセック監査役
2014年４月 当社管理本部副本部長兼同総務部長
2017年 4 月 当社執行役員・管理本部副本部長兼同総務

部長
2018年４月 Ａ＆Ｋホンシュウ㈱取締役（現任）
2019年６月 当社取締役執行役員・管理本部長兼同総務

部長
2019年６月 ㈱アンジェロセック取締役（現任）
2020年４月 当社取締役執行役員・管理本部長

（現任）

6
こ
小

まつ
松

まさ
真

ひこ
彦

(1 9 7 4 年 5 月 1 3 日 生 )

1998年４月 当社入社

5,000株

2015年４月 当社営業統轄本部大阪支店長
2017年６月 当社執行役員営業本部大阪支店長
2018年10月 当社執行役員営業本部副本部長

兼同大阪支店長
2020年４月 当社執行役員営業本部長
2020年６月 当社取締役執行役員・営業本部長

（現任）

7

おか
岡

 
　

とし
俊

あき
明

( 1 9 4 4 年 1 月 3 日 生 )

1967年４月 サッポロビール㈱入社

0株

2000年３月 同　取締役
2002年３月 同　専務取締役
2004年３月 サッポロビール飲料㈱代表取締役社長
2009年４月 群馬大学客員教授
2010年４月 長岡大学経済経営学部教授
2011年４月 学校法人大妻学院理事
2012年４月 一般社団法人日本オリーブ協会理事

（現任）
2012年６月 ハルナビバレッジ株式会社社外取締役

（現任）
2015
2019

2021

年
年

年

６
４

３

月
月

月

当社取締役（現任）
一般社団法人日本営業科学協会代表理事
（現任）
財団法人榛名美術代表理事（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位、担当
（　重　要　な　兼　職　の　状　況　）

所有する当社の
株 式 の 数

8

ひら
平

の
野

なお
尚

や
也

(1 9 5 1 年 6 月 2 3 日 生 )

1977年４月 丸星㈱入社

0株

1985年９月 日本タイムシェア㈱入社
1990年１月 AT&T Jens㈱取締役
1999年12月 Global Crossing Japan㈱代表取締役副

社長
2002年11月 ボーダフォン㈱常務執行役員
2006年11月 ソフトバンクモバイル㈱常務執行役員
2008年11月 ㈱インテック専務取締役
2013年４月 ㈱シグマクシス取締役
2016年６月 ㈱アイ・ユー・ケイ取締役会長
2018年７月 フィルドコンサルティンググループ㈱代

表取締役（現任）
2018年７月 ジェネクスト㈱取締役
2018
2019

年
年

８
６

月
月

㈱ＭＰＧ取締役
当社取締役（現任）

　（注）　１．取締役候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
　　　　　２．岡俊明氏および平野尚也氏は社外取締役候補者であります。
　　　　　３．岡俊明氏は当社の取締役に就任後６年が、平野尚也氏は当社の取締役に就任後２

年が経過しております。
　　　　　４．岡俊明氏および平野尚也氏を社外取締役候補者とした理由は以下のとおりであり

ます。
　　　　　　　岡俊明氏は、現在当社の社外取締役であり、また、サッポロビール㈱ならびにサ

ッポロビール飲料㈱の経営に長年にわたって携われ、経営に関する高い知見を有
しており、有益なアドバイスをいただけるものと判断し、選任をお願いするもの
であります。

　　　　　　　平野尚也氏は、AT&T Jens㈱をはじめとする複数社において取締役ならびに執行
役員として経営に長年にわたって携われ、経営に関する高い知見を有しており、
有益なアドバイスをいただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

　　　　　５．社外取締役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
　　　　　　　当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間に同法第423条

第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨規定しておりま
す。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としてお
ります。

　　　　　　　原案どおり岡俊明氏と平野尚也氏の両氏の選任が承認可決され、社外取締役に就
任された場合には、当社との間で当該契約を岡俊明氏ならびに平野尚也氏と継続
する予定であります。

　　　　　６．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任
保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「２．（２）
④役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりであります。

　　　　　　　取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含め
られることとなります。

　　　　　　　また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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第３号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
　本総会の終結の時をもって任期満了により取締役を退任される岡本哲也
氏、杉山浩之氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内
で退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。
　なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願い
たいと存じます。
　本議案は、当社においてあらかじめ定められた役員退職慰労金規程に沿
って取締役会で決定しており、相当であると判断しております。
　退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏　　　　　　　　名 略　　　　　　　　歴

お か

岡
も と

本
て つ

哲
や

也 　1995年６月　当社取締役（現任）
（2021年６月　当社特別顧問就任予定）

す ぎ

杉
や ま

山
ひ ろ

浩
ゆ き

之 　2013年６月　当社取締役（現任）
（2021年６月　当社執行役員重任予定）

以上
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株主総会会場ご案内図
会場…東京都新宿区西新宿二丁目７番２号

ハイアットリージェンシー東京　27階「エクセレンス」
電話番号　０３－３３４８－１２３４

ご案内図

中央通り(地下道)

(地下道) 新宿警察署
損保ジャパンビル

新宿三井ビル 新宿エルタワー
小田急ハルク

新宿大ガード

新宿センタービル新宿住友ビル

小田急百貨店

京王百貨店

ルミネ１

新宿
郵便局

ＫＤＤＩビル

文化女子大 ＪＲ東京総合病院パークハイアット東京

東京都庁
第２庁舎

東京都庁
第１庁舎

京王プラザホテル

新宿野村ビル

ヨドバシカメラ

ハイアット
リージェンシー

東京

新宿警察署(地下道)

損保ジャパンビル

新宿三井ビル 新宿エルタワー
小田急ハルク

新宿大ガード

無料シャトルバス
乗り場

(35番バス停)

新宿センタービル新宿住友ビル小田急
第一生命
ビル

小田急
第一生命
ビル

小田急百貨店

西口

新宿駅

ルミネ２
南口

京王百貨店

ルミネ１
新南口

新宿
郵便局

ＫＤＤＩビル

文化女子大 ＪＲ東京総合病院パークハイアット東京

東京都庁
第２庁舎

東京都庁
第１庁舎

京王プラザホテル

青梅街道

中央通り(地下道)

甲州
街道

新宿野村ビル

京王
新線
新宿
駅

ヨドバシカメラ

丸ノ内線西新宿駅
Ｅ４出口

大江戸線都庁前駅
Ｃ４出口(Ａ７出口経由)

丸ノ内線西新宿

大江戸線
都庁前

交通のご案内
・地下鉄大江戸線「都庁前駅」Ｃ４出口(Ａ７出口より連絡通路経由)
・地下鉄丸ノ内線「西新宿駅」都庁方面地下通路経由 徒歩約６分 Ｃ４

出口連絡通路直結
・ＪＲ線他各線「新宿駅」西口より徒歩約９分…都庁方面地下道（動く

歩道有）を直進、地上に出てから右手に新宿住友ビルを見て進み、右
手会場前の階段を上り正面玄関（２階）から27階にお越しください。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。


